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下水道事業におけるリスクマネジメント下水道事業におけるリスクマネジメント
に関する現状分析と課題関する現状分析 課題



今回（第６回）対象とするリスク事象
○下水道事業のリスクマネジメントにおける大規模リスクには、主に既往最大以上の降雨や大規模地震・津波等が考えられる。

○既往最大 上 降 対策 は 第 対象と た （第 資料 ） 第 は 大規模地震 津波対策を対象とす○既往最大以上の降雨対策については、第４回で対象としたので（第４回資料３－２）、第６回は、大規模地震・津波対策を対象とす
る。

下水道地震・津波対策の基本的な考え方 【下水道地震・津波対策技術検討委員会報告書（平成24年3月）】

基本的な考え方

１．構造面での耐震化、耐津波化の確保により「防災」を図ること

○施設の重要度や機能の必要度に応じて優先順位を明確化し、個々の
び

①【防災】下水道施設（モノ）の優先順位を踏まえ

た段階的な耐震化・耐津波化の中期目標

及び

施設の構造面での耐震性及び耐津波性の向上を図ること（防災）を基本
とする。

○なお、東日本大震災前まで十分に議論されていなかった下水道施設の
耐津波対策については新たな技術基準を策定し、取り組みを推進する。

②【減災】減災対応の体制構築や他自治体・民

間企業等との災害支援協定の締結（人）、復旧

資機材等の確保（モノ）等を下水道ＢＣＰとして

速やかに策定、継続的に改善するための施策
下
水

２．被害を最小限に抑制する「減災」を図ること

○大規模地震・巨大津波がいつ発生してもおかしくはない中、下水道施設
被害による社会的影響を最小限に抑制し、速やかな復旧を可能にする
ため、下水道事業継続計画（下水道BCP）を策定し、平常時から十分な

策定、継続 改善す 施策

を明確化。
水
道
政
策
研

地震・津波対策目標

取り組みを行う。

対象とする地震、津波の規模

１ 地震動

研
究
委
員
会

管理体制

施設管理１．地震動

○下水道施設の供用期間内に１～２度発生する確率を有する地震動（レベル１地震

動）、および大規模なプレート境界地震や、直下型地震による地震動のような大きな

強度を持つ地震動（レベル２地震動）の二段階を対象とする。

会 施設管理

体制の確立

他自治体・民間企業等との
災害支援協定の締結等
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２．想定津波

○「最大クラスの津波」＝「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により、都道府県

知事が設定・公表する「津波浸水想定」を対象とする。
経営管理

耐震化・耐津波化
復旧資機材の確保等

リスクマネジメント



巨大地震発生の懸念、減災の考え方の徹底
巨大地震発生の懸念

【参考】
巨大地震発生の長期予測

○南海トラフでは、100年から150年程度の周期でマ
グニチュード8クラスの海溝型地震が発生してお
り、･･････今世紀前半にもこの地域での地震の発
生が懸念されている。

26％以上

6～26％ 　　高い

3～6％

0.1～3％ やや高い

地震調査委員会の資料を基に作成。
数値は今年１月１日現在。―は不明。
Mはマグニチュード

※は東日本大震災で確率が高まった
可能性がある活断層

海溝型地震と主な活断層

地震の規模　３０年以内発生確率（％）

地図の色分けは30年以内に
震度６弱以上の揺れに見舞
われる確率（昨年１月１日現在）

生が懸念されている。

○首都圏では、今後100年から200年程度先と考えら
れている次の海溝型の地震に先立ってマグニ
チュード7クラスの「首都直下地震」が数回発生す
ることが予想されており その切迫性が指摘されて

高

0.1未満
可能性がある活断層

ることが予想されており、その切迫性が指摘されて
いる。
（平成25年度版 防災白書）

「想定外」という言葉を繰り返さない

○将来に向けて二度と「想定外」という言葉を繰り返
さないためには、最新の科学的知見を総動員し、
あらゆる可能性を考慮しなくてはならない。
（防災対策推進検討会議 最終報告（H24.7.31））

減災の考え方の徹底

○災害の発生を防ぎきることは不可能であるとの基
本認識に立ち、･･････予防対策、応急対策、復旧・
復興対策等の一連の取組を通じてできるだけ被害
の最小化を図る「減災」の考え方を徹底し、防災政
策を推進すべきである

M7.8　60

3 根室沖2 色丹島沖 4 十勝沖

M8.1　0.9～4

1 択捉島沖

M8.1　60～70

6 三陸沖北部～房総沖海溝寄り（津波地震）

M8.6～9.0　30M7.9　50

東日本大震災型

M8.4～9.0　ほぼ0

5 三陸沖北部

M8.0　1～20

9 宮城県沖 10 三陸沖南部海溝寄り

ぼ

7 三陸沖北部～房総沖海溝寄り（正断層型） 8 三陸沖中部 11 福島県沖 12 茨城県沖 14 関東地震（大正型）

ぼ

13 房総沖

策を推進すべきである。
（防災対策推進検討会議 最終報告（H24.7.31） ）

2出典：H26.2.24産経新聞記事（21面）を加筆修正（文部科学省研究開発局地震調査研究推進本部発表の巨大地震長期予測に基づき整理）

―　 　― M7.4　  ― M7.9　ほぼ0M8.2　4～7 M7.4　10 M7.9　ほぼ0～2―　  ―

17 北海道北西沖 18 北海道西方沖

M7.5　ほぼ0M7.8　0.006～0.1

15 関東地震（元禄型）

M8.1　ほぼ0

16 その他の南関東（首都直下）

M6.7～7.2　70

24 新潟県北部沖

M7.5　ほぼ0

21 佐渡島北方沖

M7.8　3～6

22 秋田県沖

M7.5　3以下

19 北海道南西沖

M7.8　ほぼ0

20 青森県西方沖

M7.7　ほぼ0

29 与那国島周辺

―　   ― M7.8　30

27 日向灘のプレート間

M7.6　10

26 安芸灘・伊予灘・豊後水道のプレート内

M6.7～7.4　40

M6.9～7.6　70

28 南西諸島周辺23 山形県沖

M7.7　ほぼ0

25 南海トラフ

M8～9　70



○過去の大地震においても下水道施設は被害を受けており、その被害状況や復旧対応等を教訓として、地震対策の考え方及び施策を拡充
してきた

下水道の地震対策（東日本大震災まで） 【参考】

してきた。

○兵庫県南部地震（1995）を契機として、耐震設計の考え方が大幅に改定され、設計対象地震動としてレベル１、レベル２の二段階の地震動
を考慮。また、下水道事業における災害時支援についてルール化。

○新潟県中越地震（2004）では、埋戻土の液状化による被害が多発したため、液状化対策を充実するとともに、既存施設の耐震対策について
時間軸の概念を導入し方向性や手順を提示時間軸の概念を導入し方向性や手順を提示。
また、災害時支援ルールについて、職員の身分や費用負担を整理するとともに、広域的な支援の対応を明確化。

○2009年、大規模地震を対象とした下水道ＢＣＰ策定マニュアル（地震編）を策定。

過去の地震対策の変遷過去の地震対策の変遷

主な地震 被害の状況 支 援 等 対 応
関東大震災
（1923）
新潟地震
（1964）
宮城県沖地震

○
○

新潟地震及び宮城県沖地震等、下水道施設にも被害が多く発生
下水道の地震対策の指針となるものの必要性

【指針】
はじめての下水道の地震に関する手引書として制定（1981）
【マニュアル】
設計・構造等ハード面での対策とともに、被災した場合の速やかな復旧に資するため、組織・体制や情
報管理 点検 復旧方法等を含めてとりまとめ制定（1992）宮城県沖地震

（1978）
報管理、点検、復旧方法等を含めてとりまとめ制定（1992）

兵庫県南部地
震（1995）

下水道が概成
している大都

○

○

従前の設計地震動を超える
地震動により14府県市に及
ぶ広範囲かつ深刻な下水道
施設被害
護岸の大規模液状化（側方

○

○

支援に関するルールが無かったため、兵庫県、神
戸市とが協議の上、都道府県・政令指定都市・JS
による下水道地震対策検討委員会を発足し、支
援体制を構築
支援を統 的 効率的に進めるために連絡会議

【指針】
耐震設計の考え方を大幅に改定、設計対象地震動としてレベル１、レベル２の２段階の地震動を考慮す
るとともに、液状化に伴う側方流動に対する対策等を提示（1997）
【マニュアル】
指針とマニ アルの関係を整理 組織 体制 情報管理 震後対応等を主体とした対応の手引きとしてしている大都

市を襲った直
下型地震

○護岸の大規模液状化（側方
流動）による導水管破断等に
より処理機能の停止

○支援を統一的・効率的に進めるために連絡会議
を設置し、関連団体との窓口等の一本化

指針とマニュアルの関係を整理、組織・体制、情報管理、震後対応等を主体とした対応の手引きとして
改訂（1997）
【支援ルール】
兵庫県南部地震における支援体制を踏まえ支援ルールを制定（1997）

新潟県中越地
震（2004）

○管路施設については埋戻土
の液状化による管路の浮上・
蛇行や ンホ ルの隆起が

○

○

兵庫県南部地震を踏まえ制定された支援ルール
は一定程度機能
広域支援の場合のル ルや支援隊の費用負担

下水道法施行令を改正し、耐震構造基準を明確化（2005）
【指針】
埋戻し土の液状化対策を提示するとともに既存施設の耐震対策に いて時間軸の概念を導入し方向

○

蛇行やマンホールの隆起が
多数発生
堀之内浄化センターではエキ
スパンションジョイントの開き
や段差により処理機能の停
止

○広域支援の場合のルールや支援隊の費用負担
に関するルールの明確化が必要

埋戻し土の液状化対策を提示するとともに既存施設の耐震対策について時間軸の概念を導入し方向
性や手順を提示（2006）
【マニュアル】
減災の視点から震前対策としての既存施設の地震対策計画の策定や被害予測手法、防災計画につい
て示すとともに、震後対策として点検・調査から災害復旧までの対応方法について提示（2006）
【支援ルール】
応援及び派遣された職員の身分及び費用負担を整理するとともに 広域的な支援の場合の対応につい

3

応援及び派遣された職員の身分及び費用負担を整理するとともに、広域的な支援の場合の対応につい
て見直し（2006）

ＢＣＰ策定マニュアル（地震編）を策定（2009）

指針：下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 支援ルール：下水道事業における災害時支援に関するルール（日本下水道協会）
マニュアル：下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） BCP策定マニュアル：下水道BCP策定マニュアル（下水道BCP策定マニュアル検討委員会）



東日本大震災の教訓①（耐震化・耐津波化）
○ 大規模な地盤の液状化による下水道管路の閉塞防止対策を追加するとともに、膨大な既存施設の耐震化の促進に向けた段階

的な耐震性能向上対策の考え方を新たに提示

【参考】

的な耐震性能向上対策の考え方を新たに提示。

○従前、十分に議論されていなかった下水道施設の耐津波化の考え方を新たに提示。施設の機能に応じた津波対策を講じることと
し、機能区分別に必要な耐津波性能及び対策方法を提示。

管路施設の耐震対策 下水道施設における耐津波対策の考え方管路施設の耐震対策 下水道施設における耐津波対策の考え方

○従前の埋戻土液状化対策について効果が確認されたものの、一部で施工管理上
の問題から被災が見られたため、施工管理方法を明確化。

○大規模な地盤の液状化対策として、人孔躯体のずれ防止、可とう性及び伸縮性
の優れた取付管受口・継手等を提示。

施設
種別

管路施設 ポンプ場 処理場 処理場 処理場

要求
機能

逆流防止
機能

揚水機能
揚水機能
消毒施設

沈殿機能
脱水機能

左記以外

耐津波
性能

必ず確保 迅速に復旧 早期に復旧

リスク回避
※やむをえない場合は「リスク低減」

リスク低減 リスク保有

浸水しない構造
（浸水高さ以上に設置又は防護壁により防護）

強固な防水構造
防水 備等 防水

浸水を許容
人孔躯体のずれ防止 可とう性、伸縮性を有する取付管・継手

段階的な耐震性能の設定

目地部からの土砂流入防止

○実施可能な耐震対策を速やかに講じるための段階的な耐震性能を提示

（浸水高さ以上に設置又は防護壁により防護）
※やむを得ない場合は「強固な防水構造」

（防水扉又は設備等の防水化）
浸水を許容

浸水しない構造

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
その他：ｿﾌﾄ対策

○実施可能な耐震対策を速やかに講じるための段階的な耐震性能を提示。

最終的には全ての部材で損傷度Ⅱとすることが必要であるが（レベル２）、
段階的に一部の部材で損傷度Ⅲとなるものの構造物全体として崩壊せ
ず、最低限の機能を確保（レベル２’）。

対応策

構造物：耐津波壁
開口部：－
電気機械：防水

構造物：耐津波壁
開口部：防水
電気機械：－

予備を確保

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
そ の 他：防護壁

構造物：耐津波壁
開口部：－
電気機械：高所

荷重

A

B

C

D
降伏点

最大耐荷力点

終局点

損傷度Ⅱ 損傷度Ⅲ

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
その他：代替措置

構造物：高所
開口部：－
電気機械：－

構造物：耐津波壁
開口部：高所
電気機械：－

4

（損傷は軽微で補修は容易）
（損傷を受け、

補修・補強が必要）
損傷度Ⅰ 損傷度Ⅳ

弾性域 弾塑性域 塑性域

変位

凡例
電気機械設備（無対策）

電気機械設備（防水化）

開口部（無対策）

開口部（防水化）

屋内浸水津波高さ



東日本大震災の教訓②（下水道BCP・支援体制）
○下水道ＢＣＰ策定マニュアルは、想定する事象として津波を追加するとともに、下水道ＢＣＰの速やかな策定を促進するため、簡

易な被害想定方法 東日本大震災における対応事例等を追加

【参考】

易な被害想定方法、東日本大震災における対応事例等を追加。

○災害時支援ルールは、従前の単一都道府県での被害を想定したルールに加え、複数の都道府県にまたがる広域被災の場合の
広域支援体制を想定したルールに拡充。

下水道ＢＣＰ策定マニュアルの改定（Ｈ24.3）

■想定する事象として、津波を追加。

■簡易な被害想定方法として、過去の被災事例から類似の

箇所を抽出し 想定する手法を記載

下水道事業における災害時支援に関するルールの改定

箇所を抽出し、想定する手法を記載。

■具体的な対応手順を時系列で整理した非常時対応計画

の策定や事前対策の参考となるよう、東日本大震災の際

の具体的な事例を詳細な時系列で掲載。

■事前対策の参考となるよう、東日本大震災における対応

下
水
道
対
策

A
県

下
水
道
対
策

B
県

下
水
道
対
策

C
県

広域的な支援体制
対策本部の重層構造化■事前対策の参考となるよう、東日本大震災における対応

の好事例を掲載。

■復旧資機材については、備蓄だけでなく被災後の調達も

含めて検討することを明記（調達にあたっては民間企業

等との事前協定も重要）。

本
部

策
本
部

策
本
部

【下水道対策本部】

（本部員）都道府県・市町村・日本下水道事業団

アドバイザー都市（災
害時支援活動の経験
を有する都市）を支援

■下水道BCP策定時のチェックリストを追加。

機能 

100％

発災 
：現在の予想復旧曲線 
：BCP実践後の予想復旧曲線

（本部員）都道府県 市町村 日本下水道事業団
日本下水道協会・関連団体
アドバイザー都市

（特別本部員）国土交通省現地支援本部（地方整備局）

を有する都市）を支援
活動の補佐役として

明確化

国土交通省

100％ 

0%

目標 
許容限界

許容される期間内に

機能を復旧させる。 
支援・応援活動等の
総合調整の明確化
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0% 
時間軸災害対応時 平時 

許容限界以上のレベル

で機能を継続させる。 



日本下水道事業団の災害支援
○全国の総合事務所を拠点として、阪神・淡路大震災以降のほぼ全ての大規模災害について支援活動を実施。

【参考】

○東日本大震災に対しても、これまで蓄積してきた技術を活かして、全社を挙げて支援中。

東日本大震災への対応

・震災直後より調査隊を派遣し 被害状況を把握

日本下水道事業団の災害支援実績

発生
年

災 害 名 等 被 災 団 体 等 被災施設数
発生
年

災 害 名 等 被 災 団 体 等 被災施設数 震災直後より調査隊を派遣し、被害状況を把握

・その後も災害査定対応から設計・仮復旧・本復旧まで被災自治体をサポート

（この間、延べ約5,600人の職員が現地で支援）

・被災施設の復旧のみならず、地盤沈下に伴う雨水対策、放射能を含む下水

汚泥の減容化も実施中

年月
災 害 名 等 被 災 団 体 等 被災施設数

年月
災 害 名 等 被 災 団 体 等 被災施設数

H25/9 台風18号 青森県鯵ヶ沢町他
2処理場
3ポンプ場

H17/12 落雷 石川県白山市 1処理場

H24/8 集中豪雨 京都府宇治市 1処理場 H17/9 台風14号 宮崎県宮崎市他
1処理場
1ポンプ場

H24/7 集中豪雨 神奈川県秦野市 1ポンプ場 H17/8 宮城県沖地震 39団体実態調査 被災施設なし

凡例

岩手県 16施設
(うち完了12施設）

処理場（復旧完了）

処理場（支援中）

ポンプ場（復旧完了）

凡例

岩手県 16施設
(うち完了12施設）
岩手県 16施設

(うち完了12施設）

処理場（復旧完了）

処理場（支援中）

ポンプ場（復旧完了）

・25自治体 42施設の支援

（協定ベース1,170億円）

・うち12団体・21施設支援完了

在

H24/7 集中豪雨 熊本県阿蘇市他
2処理場
1ポンプ場

H16/10 新潟県中越地震 新潟県他 2処理場他

H23/9 台風12号 兵庫県多可町他 2処理場 H16/10 台風23号 長野県豊田村 1処理場

H23/8 集中豪雨 香川県観音寺市 1ポンプ場 H16/9 台風18号 鹿児島県知名町 1処理場

東北総合事務所
復旧・復興支援室∟

場（復 完 ）

ポンプ場（支援中）

東北総合事務所
復旧・復興支援室∟

東北総合事務所
復旧・復興支援室∟

東北総合事務所
復旧・復興支援室∟

場（復 完 ）

ポンプ場（支援中）
（H26.2.1現在）

東北総合事務所
復旧・復興支援室

H23/7 集中豪雨 三重県桑名市 1ポンプ場 H16/8 台風16号 香川県丸亀市 1処理場

H23/７ 落雷 佐賀県吉野ヶ里町 1処理場 H15/9 十勝沖地震 北海道音別町 1処理場

H23/3 東日本大震災
岩手県内、宮城県内
福島県内、茨城県内

22処理場他
多数

H15/7 宮城県北部地震 宮城県矢本町 1処理場

復旧 復興支援室∟

宮城県 14施設

復旧 復興支援室∟

宮城県 14施設

復旧 復興支援室∟ 復旧 復興支援室∟

宮城県 14施設

復旧 復興支援室
H21/8 台風９号 兵庫県佐用町他 3処理場 H14/9 高知県集中豪雨 高知県伊野町 1処理場

H20/6 岩手・宮城内陸地震 宮城県栗原市 1処理場 H13/6 富山県豪雨（落雷） 富山県滑川市 1処理場

H19/9 東北北部集中豪雨 秋田県北秋田市 1処理場 H12/10 鳥取県西部地震 鳥取県境港市他 3処理場他

福島県 10施設
（うち完了4施設）

宮城県 14施設
（うち完了3施設）

福島県 10施設
（うち完了4施設）

宮城県 14施設
（うち完了3施設）

福島県 10施設
（うち完了4施設）

宮城県 14施設
（うち完了3施設）

現地調査状況

H19/8 石川県集中豪雨 石川県金沢市 2ポンプ場他 H12/9 東海地方集中豪雨 名古屋市他 4ポンプ場

H19/7 新潟県中越沖地震 新潟県柏崎市他
1処理場
2ポンプ場他

H12/3 有珠山噴火 北海道虻田町他 2処理場

H19/7 台風4号 鹿児島県知名町 1処理場 H11/7 諫早集中豪雨 長崎県諫早市 1処理場

/ 能登半島地震 石川県輪島市
3処理場

/ 台風 号 静岡県 処理場

茨城県 2施設
（うち完了2施設）
茨城県 2施設

（うち完了2施設）
茨城県 2施設

（うち完了2施設）

災害査定状況

凡例

処理場（復旧完了）

処理場（支援中）

ポンプ場（復旧完了）

ポンプ場（支援中）

凡例

処理場（復旧完了）

処理場（支援中）

ポンプ場（復旧完了）

ポンプ場（支援中） 6

H19/3 能登半島地震 石川県輪島市
3処理場
1ポンプ場

H10/10 台風4号 静岡県 1処理場

H18/7
梅雨前線による豪

雨
熊本県山鹿市 1ポンプ場 H7/1 阪神・淡路大震災 神戸市他 5処理場他

H18/7 長野県集中豪雨 長野県松本市 1処理場



○下水道施設の耐震化率は、管理棟で約５割である他、重要な幹線等、揚水施設、消毒施設、沈殿施設で３～４割程度。

遅れている耐震化・耐津波化状況

○平成１０年度に耐震基準の大幅な改定が行われたため（これ以降の施設については新しい耐震基準により設計・施工）、平成９
年度以前の膨大な既存施設の耐震化が課題。既存施設の耐震化率は、重要な幹線等で約２割、揚水施設、消毒施設、沈殿施設
で約１割となっており、耐震化が遅れている状況。

○耐震診断や耐震工事が進んでいない主な理由は財源不足、優先度、人員不足であるが、揚水施設や消毒施設では改築工事と
整 施 が 難 あるた 耐震 事が進 なの調整や施工が困難であるため耐震工事が進んでいない。

○東日本大震災を踏まえ、新たな技術基準を策定して、耐津波対策を推進する必要。

施設別耐震化率
※幹線の集計は延長ベース、処理施設は施設数ベース

東日本大震災の復旧工事に
おける耐津波対策の実施

出典：国土交通省調べ

23%

69%
60% 65% 58%

47%

60%

80%

100%

8%
25% 19% 26%

19%

54%
41% 44% 38% 33%

60%

80%

100%

未実施

おける耐津波対策の実施
平成9年度以前の施設

23%
9% 10% 9%

31%

8% 31% 25% 33%

23%

0%

20%

40%

重要な幹線等 揚水施設 消毒施設 沈殿施設 管理棟

未実施

未実施（耐震診

断のみ）

耐震化済み

38% 34% 36% 37%
48%

8%
19%

0%

20%

40%

重要な幹線等 揚水施設 消毒施設 沈殿施設 管理棟

未実施

未実施（耐震診

断のみ）

耐震化済み

防水扉の設置
（仙台市南蒲生浄化センター）

※重要な幹線等 処理場と防災拠点等をつなぐ管路 軌道や緊急輸送路下の管路

他の施策に比べて

財源不足 重要な幹線等

揚水施設他の施策に比べて

財源不足
重要な幹線等

揚水施設

耐震診断未実施理由 耐震工事未施工理由 出典：国土交通省調べ出典：国土交通省調べ

※重要な幹線等：処理場と防災拠点等をつなぐ管路、 軌道や緊急輸送路下の管路、
処理場、ポンプ場に直結する幹線 等

施工が困難

計画的に実施しているが

進捗に時間を要する

更新等と合わせて実施

（実施予定時期がまだ先）

人員不足

優先順位が低いため
揚水施設

消毒施設

技術力不足

更新等と合わせて実施

(実施予定時期がまだ先)

人員不足

他の施策に比べて

優先順位が低い 消毒施設

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震が少ない等

必要性を感じていない

技術力不足

施工が困難

（現場条件、能力不足等）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計画的に実施しているが

進捗に時間を要する

地震が少ない等

必要性を感じていない

技術力不足
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○平成９年度以前に整備した施設（既存施設）の耐震化率は、都市規模による大きな差はないが、政令指定都市等大都市で既存

遅れている耐震化状況（都市規模別）

重要な幹線等の耐震化の状況（ 平成9年度以前の施設）

施設のストックが多くなることから、これらの都市における計画的、効率的な耐震化の推進が大きな課題である。

消毒施設の耐震化の状況（ 平成9年度以前の施設）

成 年度 前 施設

重要な幹線等耐震化率 消毒施設耐震化率

平成9年度以前の施設平成9年度以前の施設

69% 64%
75% 77% 84% 78% 71%

60%

80%

100%

65%

33%
47%

59% 63%
72% 76%60%

80%

100%

23% 24% 18% 17% 13% 14% 18%

8% 12%
7% 5%

4% 8%
11%

0%

20%

40%

全 政 3 13 1 15 1

未実施

未実施（耐震診断のみ）

耐震化済み 10% 4%
14% 7% 7% 5% 9%

25%

63% 39%
34% 30%

23% 15%

0%

20%

40%

全 政 3 13
5

1 15 1

未実施

未実施（耐震診断のみ）

耐震化済み

出典：国土交通省調べ出典：国土交通省調べ

※東京都（区部）は政令指定都市に含める（以下同様）

全
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令
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0
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上
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万
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満

5
万
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以
上

0
万
人
未
満

万
人
以
上

万
人
未
満

万
人
未
満

800,000

1,000,000

消毒施設耐震化能力（１団体当り）

m3/日km 平成9年度以前の施設 平成9年度以前の施設

600

700

800

900

重要な幹線等耐震化延長（１団体当り）

200,000

400,000

600,000

未実施

未実施（耐震診断のみ）
100

200

300

400

500

600

未実施

未実施（耐震診断のみ）

耐震化済み
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耐震化済み
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出典：国土交通省調べ出典：国土交通省調べ
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○下水道ＢＣＰの策定自治体は全国で約１割にとどまっており、約４割の自治体からは策定の予定がないとの回答。

策定が遅れている下水道ＢＣＰ

○大規模な都市ほど策定済み自治体の割合は大きくなるが、政令指定都市で約５割、３０万人以上都市で約２割に過ぎない。

○策定できない主な理由は、人手不足、時間不足、予算不足及び内容が難しいというものであるが、一方で、策定済み自治体の多
くは、職員のみで６ヶ月ないし、１年以内に策定したとの結果となっている。

○段階的な下水道BCPの策定方法を具体的に示すなどして 強力に策定を促進する必要

10% 11%19%
19%

38%

7%
0%

8%

30%
40% 39%80%

100%

○段階的な下水道BCPの策定方法を具体的に示すなどして、強力に策定を促進する必要。

下水道ＢＣＰ策定済自治体へのアンケート結果下水道ＢＣＰの策定状況

全て
委託

一部

２年間
以上

82%

8%
10%

33%

37%

19%

11%

43%

33%

40%
41%

19%

37%

39%

41%
53%

38% 40%
49%

39%

40%

60%

80%

予定なし

職員のみで策定

委託
６ヶ月間

以内

１年間以内

２年間
以内

37%

8%

31%

48%

15% 10% 8% 5% 2%

13%

40%

21%
11%

7%
6%

39%
53%

0%

20%

全
国

都
道

政
令

3
0

1
0

3
0

5
1
0

1
万

5
万

1
万

予定なし

検討中

策定中

策定済み

下水道BCPの策定方法 下水道BCPの策定期間

計 都道府県
政令指定

都市
30万人以上

10万人以上
30万人未満

5万人以上
10万人未満

1万人以上
5万人未満

1万人未満

下水道ＢＣＰ
策定済団体数 110 13 10 8 20 21 31 7

国
平
均

道
府
県

令
指
定
都
市

0
万
人
以
上

0
万
人
以
上

0
万
人
未
満

万
人
以
上

0
万
人
未
満

万
人
以
上

万
人
未
満

万
人
未
満 ・下水道ＢＣＰを職員のみで策定した自治体が約８割。

・策定期間は１年以内で作成した自治体が約７割。

下水道ＢＣＰの未策定理由

出典：国土交通省調べ
出典：国土交通省調べ

割  合 8% 31% 48% 15% 10% 8% 5% 2%

【参考】下水道BCPの効果

200

300

400
（時間）

緊急点検

予算がない

策定の時間がない

人手が足りない

【参考】下水道 効果

○東日本大震災において、津波被害の
あった処理場では、下水道BCPを策定
していたことにより、点検や調査の着
手までに要する時間を大幅に短縮。

処理場平均初動時間（津波有）

0

100

200

BCP有 BCP無

緊急点検

緊急調査

緊急措置

（二次被害の防止）

9出典：国土交通省調べ 90% 20% 40% 60% 80%

その他

必要ないと思う

BCPの内容が難しい

出典：国土交通省調べ



都道府県別下水道ＢＣＰ策定状況
○下水道ＢＣＰの策定状況については、都道府県で取組状況に大きな差。例えば、栃木県、埼玉県、高知県では県と市町村が一体

とな て 研修会や委員会を開催し 下水道BCPの策定を促進

【参考】

となって、研修会や委員会を開催し、下水道BCPの策定を促進。

出典：国土交通省調べ都道府県別下水道ＢＣＰ策定状況 高知県における取組事例

・高知県では地震津波委員会を設置し、県と市町村が一体となっ
て、「高知県下水道地震・津波対策ガイドライン」を策定。

5%

0%

16%

0%

78%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道
青森県 策定済み

基 本 方 針

て、 高知県下水道地震 津波対策ガイドライン」を策定。
（平成25年11月）

・県内全ての下水道管理者が委員として参加するとともに、被害
想定は下水道の担当者で構成する勉強会で策定。

13%

8%

0%

3%

5%

2%

96%

7%

9%

3%

4%

0%

3%
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53%
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山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県

策定中

検討中

基 本 方 針
・下水道が有すべき機能
・対象とする地震・津波
・対象施設

地震津波委員会の役割
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長野県
新潟県

現状把握・被害想定
（下水道管理者の職員が実施）

定期的な

下水道管理
者の役割

県の役割

地震津波委員会の役割7%
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13%
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17%
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静岡県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県 定期的な

見直し

下水道管理者の役割

高知県下水道地震・津波対策
ガイドライン
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鳥取県
島根県

○○市、○○町、○○村
『下水道地震・津波対策計画』の策定

『下水道ＢＣＰ』の策定

下水道施設の
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地震・津波対策を実施
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○下水道台帳のバックアップは約７割の自治体で実施し、保管先としては自治体内の他施設や民間企業等とで概ね半々となっている。

が が が

下水道台帳のバックアップ・復旧資機材等の備蓄状況

○マンホールトイレは東日本大震災でも活躍し、段差がないなど好評であったが、保有自治体は全国で２割程度。大都市ほど保有割合が大
きく、政令指定都市、３０万人以上都市で約６割。

○復旧資機材（可搬式ポンプ、可搬式発電機）の備蓄は、全国で半分程度の自治体で実施。

マンホ ルトイレの保有状況下水道台帳のバックアップ状況
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マンホールトイレの保有状況下水道台帳のバックアップ状況

マンホールトイレ保有状況（全国）単位：基
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出典：国土交通省調べ

資機材（可搬式ポンプ・可搬式発電機）の備蓄状況

出典：国土交通省調べ
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自治体内の施設
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取り組みが遅れている災害支援協定の締結・防災訓練
○管路施設に関する民間企業等との災害支援協定の締結は、全国で２割程度。政令指定都市で約７割、３０万人以上都市で約５割

である 方 １０万人未満の都市では約２割である一方、１０万人未満の都市では約２割。

○処理場施設に関する民間企業等との災害支援協定の締結は、管路施設よりも少なくなっており、全国で約１５％。

○下水道ＢＣＰを策定している自治体のうち、防災訓練を実施している自治体は半分に過ぎない。
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東日本大震災からの復旧・復興
（１）全体（（２）・（３）を除く）

【参考】

○管路施設については、被災延長６８１km中、早期に復旧が必要な５６６kmの復旧は概ね完了。

○処理場については、被害を受けた１２０箇所のうち、１箇所（仙台市南蒲生浄化センター）を除き、通常レ
ベルの処理まで復旧が完了。

○仙台市においては、南蒲生浄化センターへの太陽光発電等の創エネ技術の導入、管路内下水熱利用

100

○仙台市においては、南蒲生浄化センタ の太陽光発電等の創 ネ技術の導入、管路内下水熱利用
システムの実用化等、環境未来都市としての復興を目指す。

処理場（箇所ベース）

下水道施設の復旧状況（H25.12末時点） 南蒲生浄化センターの復旧イメージ

小水力発電 太陽光発電

40

60

80

復
旧

率
（
％

）

津波の被害を受けて
いない処理場は、

速やかに復旧

仮設配管等の
応急対応により

小水力発電 太陽光発電

0

20

H23.3 H24.3 H25.3

復 応急対応により
流下機能を確保

H25.12

（２）避難指示区域における下水道施設の復旧 避
難

最終沈殿池

生物反応槽

最初沈殿池

○避難指示区域内に位置する９箇所の処理場のうち、３箇所で復旧済。区域の再編状
況等を踏まえ、住民の帰還が想定される地区から順次、復旧を実施。

（３）復興まちづくりに合わせた管路施設の復旧

難
指
示
区
域

○津波や地盤沈下による甚大な被害を受け、高台への集団移転や高盛土による新市
街地の形成等、復興まちづくりが行われる地区にあっては、これらの計画に合わせ
て下水道施設の復旧を実施。

：応急対応中

復 事 未着

：通常レベルの処理
まで復旧済

凡 例

＜処理場＞

女

13

：管路施設の被害
のあった都県

：復旧工事に未着手

工 事 中
石巻市、塩竃市、気仙沼市、岩沼市、東松島市、亘理町、
山元町、女川町、南三陸町（下線は一部協議中の地区を含む）

協 議 中 名取市、松島町、七ヶ浜町、仙台市

＜管 路＞

川
町
の
造
成
状
況


